
２０２２年度９月限定VOICE

◎限定VOICEは、各社の労使協議における「人事賃金制度」や「働く環境整備」、
「労働条件に関わる協議」の経過について、対象の雇用形態メンバーへ、動画
を用いて共有を行うVOICEです。

◎今回の内容は「北海道百科」「全従業員」が対象 です。

◎意見・質問は「Forms」または「各組合事務所」までお願いします。

＜今回の内容＞

１．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、

人事制度改定・既存者の対応について

２．時間帯手当の新設について

社外秘

Ｐ１



1．202３年度労使通年協議について

Ｐ２

「年間を通じて労使で課題の共有、

解決策の議論を行い、人事賃金制度

改定の成案化や、働く環境の改善を

目指す」協議形態です。

労使通年協議とは？



1．2022年度労使通年協議について

・２０２３年度は、５月に開催をされたHDS労使協議会を経て、各社へグ

ループ共通指針が発信をされています。その指針に加え、各社経営戦略、人

事制度上の課題や働く環境の課題を踏まえて、北海道百科で２０２３年度通

年協議項目を設定して、年間での協議を実施していきます
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1．202３年度労使通年協議について ２０２３年度の振り返り

Ｐ４

• ２０２２年度は中期計画における企業戦略に掲げる「基盤整備」をさらに推進していくことや、

年度・中期の業績目標達成を見据えて従業員のモチベーションをさらに高める「労働条件」を検

討してきました。既存者の処遇の向上の一つとして、既存制度より高い賃金水準のエルダース

タッフⅣ、Ⅴを新設しました。

• 働き方の環境整備に向けて、「半日有給休暇制度」、「配偶者転勤休職制度」の導入を行ってき

ました。

• ２０２３年度は先行して、「時間帯手当」の新設、地域別最低賃金に伴う対応を行います。

＜人事賃金制度改定＞ ＜春の交渉賃金要求、直近の賞与要求＞
・エルダースタッフⅣ、Ⅴの新設

＜労働条件、働く環境整備＞
・半日有給休暇制度導入
・配偶者転勤休職制度

【２０２２年１２月・２０２３年６月賞与】
基本賞与 ２．３５ヵ月／年

※月給制雇用形態

【２０２３年６月業績加算金要求】
業績加算金 ０ヵ月

※全雇用形態（時給制含む）

【２０２３年度賃金要求】
ベア月給 ２，０００円/時給 １０円



2．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、
人事制度改定・既存者の対応について

Ｐ５

2023年度10月地域別最低賃金改定に伴う対応として、時給制社員の採用賃金が下回る地域の人事制度改定、
既存者の対応を行います。
また、月給制社員において、メイトスタッフ（首都圏）の最下限賃金が時給換算した際に、地域別最低賃金
を下回るため人事制度改定、既存者対応を行います。

（１）地域別最低賃金改定に伴う、人事制度改定の考え方
• 例年10月に各地域において、地域別最低賃金の改定が行われます。2023年10月に、全国平均41円の地域別

最低賃金改定が行われることになりました。地域別最低賃金改定に伴い、時給制社員の採用賃金が、地域
別最低賃金を下回る地域があり、地域別最低賃金を上回る対応を行う必要があります。

（２）改定内容
• 時給制社員の既存者の対応については、改定する採用賃金を下回る対象者のみを引き上げた場合、既存者

が評価によって昇給した時給に対して、新規採用者や在籍年数が短い者との差がなくなることで、モチ
ベーション低下を招く等の影響を考慮するため、ベースアップの対応を行います。

• 月給制社員メイトスタッフ（首都圏）の賃金表再下限については、現状の最下限である184,000円が時給
換算した際に、地域別最低賃金を下回るため、185,500円へ引上げ対応を行います。

• 月給制社員の既存者の対応については、メイトスタッフ（首都圏）について1,500円のベースアップ対応
を行います。

• アシストスタッフ（有期）労働協約の不備については、賃金規程にある別表（１）から調整給の記載を削
除します。



2．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、
人事制度改定・既存者の対応について

Ｐ６

①改定内容
・札幌 改定前）930円 ⇒改定後）960円（＋30円）
・仙台 改定前）910円 ⇒改定後）925円（＋15円）
・東京 改定前）1,110円 ⇒改定後）1,115円（＋5円）
・神奈川 改定前）1,085円 ⇒改定後）1,115円（＋30円）
・名古屋 改定前）1,010円 ⇒改定後）1,030円（＋20円）
※5円単位で切り上げたうえで時給設定を行う

②改定日
・給与計算日を基準に2023年10月1日 ※発効日は10月1日

③改定方法
・札幌 アシストスタッフは「地域別職種給」、エルダースタッフⅠは「基本給」を30円引き上げ
・仙台 アシストスタッフは「地域別職種給」、エルダースタッフⅠは「基本給」を15円引き上げ
・東京 アシストスタッフは「地域別職種給」、エルダースタッフⅠは「基本給」を5円引き上げ
・神奈川 アシストスタッフは「地域別職種給」、エルダースタッフⅠは「基本給」を30円引き上げ
・名古屋 アシストスタッフは「地域別職種給」、エルダースタッフⅠは「基本給」を20円引き上げ

④対象者
・ 札幌 2023年10月1日時点在籍の時給制社員
・ 仙台 2023年10月1日時点在籍の時給制社員
・ 東京 2023年10月1日時点在籍の時給制社員
・ 神奈川 在籍者はいません
・ 名古屋 2023年10月1日時点在籍の時給制社員

１）時給制社員の賃金表を以下の内容で改定します。



2．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、
人事制度改定・既存者の対応について

Ｐ７

①改定内容
・首都圏 改定前）184,000円 ⇒改定後）185,500円（＋1,500円）
②改定日
・給与計算日を基準に2023年10月1日 ※発効日は10月1日
③改定方法
・首都圏 メイトスタッフの「基本給」を1,500円引き上げ
④対象者
・ 首都圏 2023年10月1日時点在籍の月給制社員 ※月給雇用者計8名（メイトスタッフ8名）

２）月給制社員のメイトスタッフ（首都圏）賃金表を以下の内容で改定します。

３）アシストスタッフⅠ（有期）の労働協約を以下の内容で改定します。

①改定内容
賃金規程にある別表における記載内容の見直しを行ないます。



2．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、
人事制度改定・既存者の対応について

Ｐ８

（３）労働協約改訂について
・以下の内容で労働協約賃金規程別表を改訂します。



2．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、
人事制度改定・既存者の対応について

Ｐ９



2．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、
人事制度改定・既存者の対応について

Ｐ１０



2．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、
人事制度改定・既存者の対応について

Ｐ１１

• 9月19日 本部執行委員会 審議決定
• 9月22～24日 テーマ別ＶＯＩＣＥ（時給制社員対象）
• 9月25日 北海道百科直轄分会評議員会 審議決定
• 9月26日 覚書締結
• 10月1日 時給制雇用者の採用賃金、既存者の賃金改定

（６）スケジュール



３．時間帯手当の新設について

Ｐ１２

• 採用競争力強化に向けて「時間帯手当」を新設します。
• 事業所が東京の時給制社員に、18:00以降の時給が＋50円になる対応を行います。

（１）背景
• 北海道百科では、東京に直営店舗を出店する際に、近隣の食品を取り扱う小売店舗に比べて時給水準が低

いため、採用市場における苦戦が続いています。採用賃金と地域別最低賃金の差が少なく、地域別最低賃
金改定に伴い時給引き上げの対応が急務です。

• 18時以降にアシストスタッフの応募が少ない事に加え、近隣競合店舗では、18時以降に通常時間帯の時給
に比べ高い採用賃金を設定しています。
※北海道百科直営店の近隣に出店する店舗では18時以降＋50円時間帯手当あり

• 北海道百科の採用時給は、近隣競合店舗に比べ低い水準の為、18時以降の採用が苦戦しています。

（２）課題
• 新規出店の際に、18時以降の採用が苦戦し、店舗運営に必要な人員が揃わず、月給制社員の時間外が増え

るなど影響がありました。
• また、新規出店の際に採用活動が長期化することで、採用コストも膨らんでいます。
• 課題として、新規出店の際に人員を確保するために、高い採用時給を設定し、採用市場における競争優位

性を高める必要があります。



３．時間帯手当の新設について

Ｐ１３

（３）改定内容
• 18時以降の採用競争力強化に向けて、新たに「時間帯手当」を導入します。
• 今回は、勤務する事業所が東京の時給制社員に、18時以降時給が＋50円になる対応を行います。

例）17:00～21:00シフトで勤務した場合
基本給1,115円のアシストスタッフの時間帯別時給

 
時間帯手当なし 時間帯手当+50円 時間帯手当+50円 時間帯手当+50円

勤務時間 17:00～18:00 18:00～19:00 19:00～20:00 20:00～21:00
時給 1,115 1,165 1,165 1,165



３．時間帯手当の新設について

Ｐ１４



３．時間帯手当の新設について

Ｐ１５



３．時間帯手当の新設について

Ｐ１６



2．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、
人事制度改定・既存者の対応について

Ｐ１７

• 9月19日 本部執行委員会 審議決定
• 9月22～24日 テーマ別ＶＯＩＣＥ（時給制社員対象）
• 9月25日 北海道百科直轄分会評議員会 審議決定
• 9月26日 覚書締結
• 10月1日 時給制雇用者の採用賃金、既存者の賃金改定

（６）スケジュール



今回の共有は以上です！
＜今回の内容＞

１．２０２３年１０月地域別最低賃金改定に伴う、

人事制度改定・既存者の対応について

２．時間帯手当の新設について

◎「Forms」へ、質問・意見をお願いします！！（以下のQRから簡単に入力できます）

Ｐ１８

<PCからはこちらから>

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1A5QTWvWEECCM_UsRyY4KyQake9HVZ1PrAikwHpNCS1UMllZNUs2UkZKRFRDRE83SFhBQjdZNlkyMS4u
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